
○
内
閣
府
令
第

号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
第
十
九
条
第

一
項
に
基
づ
く
乳
及
び
乳
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
の
表
示
の
基
準
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

直
人

食
品
衛
生
法
第
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
乳
及
び
乳
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
の
表
示
の
基
準
に

関
す
る
内
閣
府
令

（
趣
旨
）

第
一
条

乳
及
び
乳
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
（
以
下
「
乳
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
食
品
衛
生
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
表
示
を
行
う
べ
き
食
品
及
び
表
示
の
要
領
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
応
用
し
た
乳
等
の
表
示
の
基
準
及
び
保
健
機
能
食
品
（
食
品
衛
生

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

1
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す
る
保
健
機
能
食
品
を
い
う
。
）
の
表
示
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省

令
第
五
十
二
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
表
示
）

第
三
条

乳
等
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
行
う
べ
き
食
品
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
出
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
器
包
装
（
容
器
包
装
が
小
売
の
た
め
に
包
装
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
当
該
包
装
）
を
開
か
な
い
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当
該
容
器
包
装
又
は
包
装
の
見
や
す
い
場
所

に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
乳
、
生
山
羊
乳
及
び
生
め
ん
羊
乳

生
乳
、
生
山
羊
乳
又
は
生
め
ん
羊
乳
で
あ
る
旨
及
び
ジ
ャ
ー
ジ
ー
種
の
牛
か
ら
搾
取
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

2



二

乳
（
生
乳
、
生
山
羊
乳
及
び
生
め
ん
羊
乳
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

種
類
別

ロ

殺
菌
温
度
及
び
時
間
（
殺
菌
し
な
い
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

ハ

加
工
乳
に
あ
っ
て
は
、
主
要
な
原
料
名
並
び
に
含
ま
れ
る
無
脂
乳
固
形
分
及
び
乳
脂
肪
分
の
重
量
百
分
率

ニ

低
脂
肪
牛
乳
に
あ
っ
て
は
、
含
ま
れ
る
乳
脂
肪
分
の
重
量
百
分
率

ホ

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
品
質
が
急
速
に
劣
化
し
や
す
い
乳
に
あ
っ
て
は
消
費
期
限
（
定

め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
、
腐
敗
、
変
敗
そ
の
他
の
品
質
の
劣
化
に
伴
い
安
全
性
を
欠
く
こ
と

と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ

の
年
月
日
及
び
そ
の
他
の
乳
（
常
温
保
存
可
能
品
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
賞
味
期
限
（
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保

存
し
た
場
合
に
お
い
て
、
期
待
さ
れ
る
全
て
の
品
質
の
保
持
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月

日
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
品
質
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
も

の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日

ヘ

保
存
の
方
法
（
省
令
別
表
の
二

乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部

牛
乳

(二)

3



、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造

及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
の
規
定
に
よ
り
保
存
の
方
法
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
乳
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
基
準
に
合

う
保
存
の
方
法
）

ト

常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、
常
温
で
の
保
存
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
常
温
で
保
存
し
た
場
合
に
お
け
る
賞
味
期

限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日

チ

乳
処
理
場
（
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
、
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
場
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
及
び
乳
処

理
業
者
（
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
、
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
者
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
名
称
）

三

乳
製
品

イ

種
類
別
（
チ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
又
は
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
の
別
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
に
あ
っ
て

は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
ア
イ
ス
ミ
ル
ク
又
は
ラ
ク
ト
ア
イ
ス
の
別
）
並
び
に
ク
リ
ー
ム
、
濃
縮
ホ
エ
イ
、
ク
リ
ー
ム
パ

ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
及
び
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
乳
製
品
で
あ
る

旨

4



ロ

牛
以
外
の
動
物
の
乳
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
の
種
類

ハ

ク
リ
ー
ム
及
び
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
に
あ
っ
て
は
、
含
ま
れ
る
乳
脂
肪
分
の
重
量
百
分
率

ニ

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
含
ま
れ
る
無
脂
乳
固
形
分
及
び
乳
脂
肪

分
（
乳
脂
肪
分
以
外
の
脂
肪
分
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
無
脂
乳
固
形
分
及
び
乳
脂
肪
分
並
び
に
乳
脂
肪
分
以
外
の

脂
肪
分
）
の
重
量
百
分
率

ホ

加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
粉
乳
又
は
調
製
粉
乳
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
要
な
混
合
物
の
名
称
及
び
そ
の
重

量
百
分
率

ヘ

チ
ー
ズ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
又
は
乳
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
要
な
混
合
物
の
名
称

ト

添
加
物
（
栄
養
強
化
の
目
的
で
使
用
さ
れ
る
も
の
、
加
工
助
剤
（
食
品
の
加
工
の
際
に
添
加
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
、

当
該
食
品
の
完
成
前
に
除
去
さ
れ
る
も
の
、
当
該
食
品
の
原
材
料
に
起
因
し
て
そ
の
食
品
中
に
通
常
含
ま
れ
る
成
分
と

同
じ
成
分
に
変
え
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
成
分
の
量
を
明
ら
か
に
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
又
は
当
該
食
品
中
に

含
ま
れ
る
量
が
少
な
く
、
か
つ
、
そ
の
成
分
に
よ
る
影
響
を
当
該
食
品
に
及
ぼ
さ
な
い
も
の
を
い
う
。
）
及
び
キ
ャ
リ

ー
オ
ー
バ
ー
（
食
品
の
原
材
料
の
製
造
又
は
加
工
の
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
食
品
の
製
造
又
は
加
工

5



の
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
な
い
物
で
あ
っ
て
、
当
該
食
品
中
に
は
当
該
物
が
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
よ

り
少
な
い
量
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
ト
及
び
次
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て

規
則
別
表
第
五
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添
加
物
を
含
む
旨
及

び
同
表
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
並
び
に
そ
の
他
の
添
加
物
を
含
む
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添
加
物
を
含
む
旨

チ

乳
以
外
の
特
定
原
材
料
（
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
特
定
原
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
原
材
料
と
し
て
含
む
乳
製
品
（
抗
原
性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
原
材
料
を
原

材
料
と
し
て
含
む
旨

リ

乳
以
外
の
特
定
原
材
料
に
由
来
す
る
添
加
物
（
抗
原
性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
及
び
香
料
を
除
く
。
次
号
ヘ
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
含
む
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
添
加
物
を
含
む
旨
及
び
当
該
乳
製
品
に
含
ま
れ
る
添
加
物
が
当
該
特

定
原
材
料
に
由
来
す
る
旨

ヌ

ア
ス
パ
ル
テ
ー
ム
を
含
む
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
、
Ｌ
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
化
合
物
を
含
む
旨

ル

殺
菌
し
た
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ヲ

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
品
質
が
急
速
に
劣
化
し
や
す
い
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
消
費
期
限

6



で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日
及
び
そ
の
他
の
乳
製
品
（
常
温
保
存
可
能
品
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
賞
味

期
限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日

ワ

保
存
の
方
法
（
省
令
別
表
の
二

乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部

乳
製

(三)

品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
の
規
定
に
よ
り
保
存
の
方
法
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
乳
製

品
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
基
準
に
合
う
保
存
の
方
法
）

カ

常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、
常
温
で
の
保
存
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
常
温
で
保
存
し
た
場
合
に
お
け
る
賞
味
期

限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日

ヨ

製
造
所
（
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
業
者
の
営
業
所
）
の
所
在
地
及
び
製
造
業
者
（
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
輸
入

業
者
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

四

乳
又
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品

イ

名
称
又
は
商
品
名
（
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

ロ

乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
原
材
料
と
し
て
含
む
旨
、
乳
成
分
を
原
材
料
と
し
て
含
む
旨
又
は
主
要
原
料
で
あ
る
乳
若
し

く
は
乳
製
品
の
種
類
別
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
を
含
む
旨

7



ハ

含
ま
れ
る
無
脂
乳
固
形
分
及
び
乳
脂
肪
分
（
乳
脂
肪
分
以
外
の
脂
肪
分
を
含
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
無
脂
乳
固
形
分

及
び
乳
脂
肪
分
並
び
に
乳
脂
肪
分
以
外
の
脂
肪
分
）
の
重
量
百
分
率

ニ

添
加
物
で
あ
っ
て
規
則
別
表
第
五
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添

加
物
を
含
む
旨
及
び
同
表
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
並
び
に
そ
の
他
の
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
当
該
添
加
物

を
含
む
旨

ホ

乳
以
外
の
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て
含
む
加
工
食
品
（
当
該
加
工
食
品
を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
含
み
、
抗
原

性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て
含
む
旨

ヘ

乳
以
外
の
特
定
原
材
料
に
由
来
す
る
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
添
加
物
を
含
む
旨
及
び
当
該
食
品
に

含
ま
れ
る
添
加
物
が
当
該
特
定
原
材
料
に
由
来
す
る
旨

ト

ア
ス
パ
ル
テ
ー
ム
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
、
Ｌ
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
化
合
物
を
含
む
旨

チ

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
品
質
が
急
速
に
劣
化
し
や
す
い
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
消
費

期
限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日
及
び
そ
の
他
の
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
賞
味
期
限
で
あ
る
旨
の
文
字

を
冠
し
た
そ
の
年
月
日
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リ

乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
保
存
の
方
法

ヌ

製
造
所
（
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
業
者
の
営
業
所
）
の
所
在
地
及
び
製
造
業
者
（
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
輸
入

業
者
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

３

前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
は
、
邦
文
を
も
っ
て
、
当
該
食
品
を
一
般
に
購
入
し
、
又
は
使
用
す
る
者
が
読
み
や
す
く
、

理
解
し
や
す
い
よ
う
な
用
語
に
よ
り
正
確
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
は
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
活
字
以
上
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
は

発
酵
乳
及
び
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
八
ポ
イ
ン
ト
活
字
以
上
、
そ
の
他
の
乳
製
品
に
あ
っ
て
は
一
四
ポ
イ
ン
ト
活
字
以
上

、
同
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
（
乳
酸
菌
飲
料
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
八
ポ
イ
ン
ト
活
字
以
上
の
大
き
さ
の

字
体
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
造
又
は
加
工
の
日
か
ら
賞
味
期
限
ま
で
の
期
間
が
三
月
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
賞
味
期
限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
の
表
示
を
も
っ
て
賞
味
期
限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日

の
表
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日
（
以
下
こ
の
項
に
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お
い
て
「
期
限
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
保
存
の
方
法
の
表
示
は
、
乳
（
生
乳
、
生
山
羊
乳
及
び
生
め
ん
羊
乳
を
除
く
。
）

、
ク
リ
ー
ム
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
の
う
ち
紙
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
密
栓
し

は
く

た
容
器
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
期
限
の
日
の
記
載
を
も
っ
て
、
期
限
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

類
に
あ
っ
て
は
期
限
及
び
そ
の
保
存
の
方
法
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

乳
製
品
（
常
温
保
存
可
能
品
を
除
く
。
）
及
び
乳
酸
菌
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
第
三
号
ワ
及
び
同
項
第
四
号
リ
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
温
で
保
存
す
る
旨
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
処
理
場
又
は
製
造
所
の
所
在
地
の
表
示
は
、
乳
処
理
業
者
又
は
製
造
業
者
の
住
所
及

び
乳
処
理
業
者
又
は
製
造
業
者
が
消
費
者
庁
長
官
に
届
け
出
た
乳
処
理
場
又
は
製
造
所
の
固
有
の
記
号
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、

ロ
ー
マ
字
、
平
仮
名
若
し
く
は
片
仮
名
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

９

第
二
項
第
三
号
ト
及
び
同
項
第
四
号
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
加
物
を
含
む
旨
の
表
示
は
、
一
般
に
広
く
使
用
さ
れ

て
い
る
名
称
を
有
す
る
添
加
物
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
を
も
っ
て
、
規
則
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
と
し
て
使
用
さ
れ

る
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
同
表
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
項
第
三
号
ト
及
び
同
項
第
四
号
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

10
該
各
号
に
掲
げ
る
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

添
加
物
を
含
む
旨
の
表
示
中
「
色
」
の
文
字
を
含
む
場
合

着
色
料
又
は
合
成
着
色
料

二

添
加
物
を
含
む
旨
の
表
示
中
「
増
粘
」
の
文
字
を
含
む
場
合

増
粘
剤
又
は
糊
料

第
二
項
第
三
号
チ
及
び
リ
並
び
に
第
四
号
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
原
材
料
（
乳
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

11
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
原
材
料
と
す
る
乳
製
品
又
は
乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
称

が
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て
含
む
こ
と
が
容
易
に
判
別
で
き
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て

含
む
旨
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
称
が
特
定
原
材

料
を
原
材
料
と
し
て
含
む
こ
と
が
容
易
に
判
別
で
き
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
加
工
食
品
」
と
い
う
。
）
を

原
材
料
と
す
る
乳
製
品
又
は
乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
あ
っ
て
は
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て
含

む
旨
の
表
示
は
、
当
該
特
定
加
工
食
品
を
原
材
料
と
し
て
含
む
旨
の
表
示
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
、
特
定

原
材
料
に
由
来
す
る
添
加
物
を
含
む
乳
製
品
又
は
乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
原

材
料
又
は
当
該
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
す
る
特
定
加
工
食
品
を
原
材
料
と
し
て
含
む
旨
を
表
示
し
て
い
る
も
の
及
び
そ
の
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名
称
が
当
該
特
定
原
材
料
を
原
材
料
と
し
て
含
む
こ
と
が
容
易
に
判
別
で
き
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
乳
製
品
又
は
乳
若
し

く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
含
ま
れ
る
添
加
物
が
当
該
特
定
原
材
料
に
由
来
す
る
旨
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
イ
及
び
ヨ
又
は
第
四
号
イ
及

12
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
表
示
は
、
一
の
授
受
の
単
位
に
つ
き
十
個
以
上
の
容
器
包
装
に
収
め
ら
れ
た
乳
製
品
又

は
乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
の
う
ち
原
料
用
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業
、
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
乳
製
品
製
造
業

、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
食
肉
製
品
製
造
業
、
同
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
、
同
条
第
十
九
号

に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
製
造
業
、
同
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
又
は
同
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る

そ
う
ざ
い
製
造
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に
販
売
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
す
る
販
売
以
外
の
授
与
を
含
む
。
）
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
送
り
状
へ
の
記
載
を
も
っ
て
、
容
器
包
装
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
食
品
を
識
別
で
き
る
記
号
を
容
器
包
装
を
開
か
な
い
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当
該
容
器
包
装
の
見
や

す
い
場
所
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ヨ
又
は
第
四
号
イ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
、
当
該
記
号
並
び
に

12



購
入
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
当
該
送
り
状
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を

13
送
り
状
に
記
載
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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